
 

  

 

 

 

千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業

支援金（令和７年度冬分）申請要領 

   

 

＜受付期間＞ 

令和８年４月２０日(月)から令和８年７月２１日(火)午後５時まで 

＜特設サイト＞ 

https://j-lppf3.jp/chiba-tokubetsukoatsu/   

＜お問合せ先＞ 

千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金（令和７年度冬分）事務局 

コールセンター 

【電  話】０１２０－４７４－５５１  
【受付時間】午前９時から午後５時まで［土・日・祝を除く］ 

【期  間】令和８年４月１６日(木)～令和８年８月２１日(金) 

※各申請者様の給付日についてはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。 
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Ⅰ 支援金の概要 

 

国が実施する電気料金負担軽減支援の対象とならない、特別高圧で受電している中小企業者等の負担

の軽減を図るための支援を行います。 

 

Ⅱ 給付要件 

 

（１）ア又はイのいずれかに該当すること。 

ア 小売電気事業者等との間の電気需給に関する契約に基づき千葉県内の事業所において特別高

圧で受電する中小企業者等※であること（以下、「特別高圧受電者」という。） 

イ 小売電気事業者等との間の電気需給に関する契約に基づき特別高圧で受電する千葉県内の事

業所（以下、「特別高圧受電施設」という。）の中に事業所を有し、電気料金を支払って当該施

設の管理者等から電気を受電する中小企業者等※であること（以下、「特別高圧受電施設入居

者」という。） 

入居している施設が特別高圧電力で受電しているかわからない場合は、入居している施設の

管理者等に確認してください。 

（２）令和８年１月１日～令和８年３月３１日の期間（以下「給付対象期間」という。）において、申

請する事業所において事業を行っていたこと。 

（３）事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。 

（４）事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。  

（５）事業者が「暴力団排除に関する規定」(Ｐ１３参照)を遵守していること。また、本件について千

葉県警察本部に照会することについてあらかじめ承諾すること。 

※本申請においてパートナーシップ構築宣言の登録は必須ではありません。 
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※中小企業者等の定義 

  本支援金における「中小企業者等」は、下記のア又はイのいずれかに該当する事業者をいいます。 

 ア 【中小企業者】 

・ 資本金又は従業員数（常勤）が下表の数字以下となる会社又は個人であること。 

業種  資本金の額又は出資の総額  常時使用する従業員の数  

製造業、建設業、運輸業 ３億円  300人  

卸売業 １億円 100人 

サービス業 

（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業

を除く） 

5,000万円  100人  

小売業 5,000万円  50人 

ゴム製品製造業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業

並びに工業用ベルト製造業を除く） 
３億円 900人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円 300人 

旅館業  5,000万円  200人 

その他の業種（上記以外） ３億円 300人 

※ 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。 

※ 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第２０条の規定

に戻づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられ

る者、２箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に４箇月以内の期間を定めて使用さ

れる者、試みの使用期間中の者は含まれません。 

 

イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】 

・ 会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１号の規定による会社以外の法人であって、下記の

要件のいずれにも該当しない者であること。  

（１） 法人税法（昭和 40年法律第 34号）別表第１に規定する公共法人 

（２） 常時使用する従業員数が 300人を上回る法人 

（３） 宗教上の組織若しくは団体 

（４） 政治団体 
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Ⅲ 給付額 

 

  Ⅱの対象事業者に対し、１，５００万円を上限として、以下の算定方法により算出した支援金額を 

給付します。 

 

〇算定方法 

（１）申請者の電気使用量がメーター（子メーターを含む）で計量されている場合 

   令和８年１月から３月までの各月について、①の計算式によって算出し、３箇月分を合算した金

額が支援金額になります。 

 ① １箇月当たりの電気使用量※１×単価※２ 

 ※１ 電気使用量の考え方 

  各月の電気の使用に係る検針により得られた電気使用量が支援の対象となります。 

特別高圧受電施設入居者の場合、子メーターにより計量された電気使用量が支援対象になります。 

【留意事項】 

・本支援金では、電力の使用期間が１５日を含む月の電気使用量を当該月の電気使用量として取り扱

います。 

・申請する特別高圧受電施設にテナント等他の者が入居し、有償で電気を使用させている場合、他の

者による各月の電気使用量を申請者の各月の電気使用量から控除してください。 

ただし、テナント等他の者の使用に係る子メーターを設置しておらず、他の者の各月の電気使用量

を計量していない場合は、他の者の専有面積に１２kWh/㎡を乗じて得た数値を申請者の各月の電気

使用量から控除してください。 

・特別高圧受電施設が複数ある場合は、事業所ごとの支援給付額を算定し、合算した額を法人単位で 

まとめて申請してください。 

 ※２ 各月の単価 

電気使用月 単価 

令和８年１月 ２．３円/kWh 

令和８年２月 ２．３円/kWh 

令和８年３月 ０．８円/kWh 
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【算定例】 

〇ケース① 電気使用期間が１日から始まる場合 

電気使用期間 電気使用量 支援金額 

１/１～１/３１ 100,000kWh 100,000×2.3＝230,000円 

２/１～２/２８ 140,000kWh 140,000×2.3＝322,000円 

３/１～３/３１ 120,000kWh 120,000×0.8＝96,000円 

上記の例の場合、支援金申請額は各月の支援金額を合算した６４８，０００円になります。 

 

【算定に当たり注意が必要な例】 

 〇ケース② 電気使用期間が１日以外の日から始まる場合 

電気使用期間 電気使用量 支援金額 

１２/１５～１/１４ 100,000kWh 支援対象外 

１/１５～２/１４ 110,000kWh 110,000×2.3＝253,000円 

２/１５～３/１４ 130,000kWh 130,000×2.3＝299,000円 

３/１５～４/１４ 130,000kWh 130,000×0.8＝104,000円 

  上記の例の場合、支援金申請額は各月の支援金額を合算した６５６，０００円になります。 

 

 〇ケース③ テナント等を含む他の者に有償で電気を使用させ、その電気使用量を子メーターで 

計量している場合 

電気使用期間 
施設の 

電気使用量 

テナント等の 

電気使用量 
支援金額 

１/１～ 

１/３１ 

150,000kWh 3,000kWh （150,000-3,000）×2.3＝ 

338,100円 

２/１～ 

２/２８ 

170,000kWh 4,000kWh (170,000-4,000)×2.3＝ 

381,800円 

３/１～ 

３/３１ 

190,000kWh 4,000kWh (190,000-4,000)×0.8＝ 

148,800円 

                   ↑各月の電気使用量から控除してください。 

  上記の例の場合、支援金申請額は各月の支援金額を合算した８６８，７００円になります。 

 

 

 〇ケース④ テナント等を含む他の者に有償で電気を使用させ、その電気使用量を子メーターで 

計量していない場合 

電気使用期間 
施設の 

電気使用量 

テナント等の 

専有面積 
支援金額 

１/１～ 

１/３１ 

150,000kWh 100㎡ (150,000-100×12)×2.3＝ 

342,240円 

２/１～ 

２/２８ 

170,000kWh 100㎡ (170,000-100×12)×2.3＝ 

388,240円 

３/１～ 

３/３１ 

190,000kWh 200㎡ (190,000-200×12)×0.8＝ 

150,080円 

                    ↑12 を乗じた数値を電気使用量から控除してください。 

  上記の例の場合、支援金申請額は各月の支援金額を合算した８８０，５６０円になります。 
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 〇ケース⑤ 県内に特別高圧受電施設が複数ある場合 

 ・事業所１ 

電気使用期間 電気使用量 支援金額① 

１/１～１/３１ 2,500,000kWh 2,500,000×2.3＝ 

5,750,000円 

２/１～２/２８ 2,500,000kWh 2,500,000×2.3＝ 

5,750,000円 

３/１～３/３１ 2,000,000kWh 2,000,000×0.8＝ 

1,600,000円 

   支援金額①：１３，１００，０００円 

 ・事業所２ 

電気使用期間 電気使用量 支援金額② 

１/１～１/３１ 1,400,000kWh 1,400,000×2.3＝ 

3,220,000円 

２/１～２/２８ 1,600,000kWh 1,600,000×2.3＝ 

3,680,000円 

３/１～３/３１ 1,500,000kWh 1,500,000×0.8＝ 

1,200,000円 

   支援金額②：８，１００，０００円 

上記の例の場合、支援金額①と支援金額②の合算した額が２１，２００，０００円になり、   

１事業者当たりの上限額（１，５００万円）を超えますので、支援金申請額は１，５００万円に 

なります。 

 

（２）申請者が特別高圧受電施設入居者であって、各月の電気使用量が子メーターで計量されていない

場合 

②の計算式によって算出し、３箇月分を合算した金額が支援金額になります。 

  ② 専有面積×単価※３ 

 ※３ 各月の単価 

電気使用月 単価 

令和８年１月 ２７．６円/㎡ 

令和８年２月 ２７．６円/㎡ 

令和８年３月  ９．６円/㎡ 

 

（３） （１）又は（２）の算定方法により支援給付額を算定できない場合は、コールセンターまでお

問い合わせください。 
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Ⅳ 申請手続き 

 

  

 

本支援金の申請に係る御質問に対応するため、次のコールセンターを開設しています。 

＜お問合せ先＞ 

千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金（令和７年度冬分）事務局 

コールセンター 

【電  話】０１２０－４７４－５５１ 
【受付時間】午前９時から午後５時まで［土・日・祝を除く］ 

【期  間】令和８年４月１６日(木)～令和８年８月２１日(金) 

※各申請者様の給付日についてはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

 

 

（１）申請受付期間 

   令和８年４月２０日(月)から令和８年７月２１日(火)午後５時まで 

 

（２）申請受付方法 

・原則として、オンラインでの申請をお願いします。 

オンラインでの提出が困難な場合には、郵送での提出も可能です。 

・窓口による対面受付は行いません。 

御不明な点はコールセンターにて対応させていただきます。 

 

①オンライン提出の場合  

  本支援金の特設サイトから提出できます。 

    【ＵＲＬ】https://j-lppf3.jp/chiba-tokubetsukoatsu/ 

※令和８年７月２１日(火)午後５時までに申請を完了してください。 

 

②郵送の場合 

  申請書類を以下の宛先に郵送してください。（令和８年７月２１日(火)の消印有効） 

【宛先】：〒２６０－００１５ 

千葉県千葉市中央区富士見２－１５－１１ ＩＭＩ富士見ビル４階 

千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金（令和７年度冬分）事務局 宛て 

     郵送にあたっては、以下(ア)～(カ)の点に留意ください。 

     (ア)不着を防ぐため日本郵便で送付ください。 

     (イ)申請書類は信書扱いですのでメール便等では送付できません。 

     (ウ)簡易書留など郵送物の追跡ができる方法を利用ください。 

     (エ)切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ず御記載ください。 

     (オ)書類の散逸を防ぐため、提出書類は全てＡ４サイズとするか、Ａ４用紙に貼付してく 

ださい。 

     (カ)申請書類の持参は受付できません。 

１  問い合わせ先 

２  申請書類の提出 ※申請書類の内容は「Ⅴ 申請書類」参照 
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（３）申請書類の入手方法 
   本支援金の特設サイトからダウンロードしてください。 

     【ＵＲＬ】https://j-lppf3.jp/chiba-tokubetsukoatsu/ 

 

 

 

 ・申請受理後、内容を審査の上、適正と認められたときは支援金を給付します。 

 ・申請書類の審査の結果、本支援金を給付する旨を決定したときは、後日、通知いたします。 

なお、給付しない旨の決定をしたときは、その旨と理由をお示しします。 

 

Ⅴ 申請書類 

 

以下の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあ

ります。また、申請書類の返却はいたしません。提出前によく御確認ください。 

提出した申請書類に不備がある場合だけではなく、判別が困難（コピーが薄い、文字や数字が読みに

くい等）な場合等には、再提出等をお願いすることになります。この場合、給付までに相当な時間を要

することになりますので、確認を十分に行ったうえで申請してください。 

※申請書類②、④、⑥、⑨、⑪については、千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金

（令和７年度夏分）（以下、「令和７年度夏分」という。）に申請しており、令和７年度夏分申請

時と本支援金申請時において内容に変更がない場合は、該当様式の提出は不要です。 

ただし、②、④については、支援対象期間（令和８年１月１日から令和８年３月３１日ま

で）を含むものが必要です。 
 

 申請書類一覧  チェック 

①  

千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金（令和７年度冬分）申請書 
（第１号様式） 

○ オンライン申請の場合は、申請フォームに直接入力となりますので、提出不要 

です。郵送申請の場合のみ、所定の様式で提出してください。 

○ 申請額計算書も併せて御提出ください。 

□ 

② 

特別高圧で受電していることがわかる書類 

○ 電力会社との電気需給契約書や電気料金請求書・領収書などの写しを提出して

ください。 

○ ③の書類でわかる場合は不要です。 

○ オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み添付してください。 

 

【特別高圧受電施設入居者の場合】 

〇 申請者が入居している施設等が特別高圧電力で受電していることがわかる書類

（施設と電力会社との電気需給契約書や電気料金請求書・領収書などの写し）

を提出してください。※契約の対象期間は令和８年１月から３月の全期間を含

む必要があります。 

〇 申請者が入居している施設の管理者等が、特別高圧受電施設であることを事前

に登録している場合は提出不要です。 

入居している施設が事前に登録されているかどうかは、特設サイトを確認して

ください。 

 

□ 

３  給付の決定等 
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③ 

令和８年１月から３月の各月の電気使用量がわかる書類 
○ 令和８年１月から３月の全ての月について、電気使用量がわかる書類（電気料

金請求書・領収書などの写し）を提出してください。 

○ オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み添付してください。 

○ 特別高圧受電施設入居者は、子メーターの電気使用量がわかる書類を提出して 

ください。 

各月の電気使用量が子メーターで計量されていない場合は、「Ⅲ 給付額」

（２）の算定方法で支援金額を算出することになりますので、提出不要です。 

□ 

④ 

施設等への入居状況、期間、電力使用の契約内容、専有面積がわかる書類 
【特別高圧受電施設入居者のみ】 
○ ①施設等への入居状況、②期間、③電力使用の契約内容、④専有面積がわかる

書類 ①〜④の全てが確認できる必要があります。 

〇 オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み添付してください。 

〇 申請者が入居している施設の管理者等が、特別高圧受電施設であることを事前

に登録している場合は③の提出は不要です。 

入居している施設が事前に登録されているかどうかは、特設サイトを確認して

ください。 

□ 

⑤ 

有償で他の者に使用させている電気使用量等を示す書類（第２号様式） 
【電気を有償で他の者に使用させている申請者（施設の管理者等）のみ】 
○ 電気使用量を子メーターで計量している場合は、第２－１号様式に令和８年１

月から３月の各月の使用量を記載し、提出してください。 

○ 電気使用量を子メーターで計量していない場合は、第２－２号様式に令和８年

１月から３月の各月の専有面積を記載し、提出してください。 

○ オンライン申請の場合は、所定の様式ファイルに入力して添付してください。 

  様式は特設サイトからダウンロードできます。 

□ 

⑥ 

履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書【法人の場合のみ】 
〇 最新の情報が記載されているものに限ります。①法人名、②所在地、③代表者

の情報、④全役員、⑤発行日 ①～⑤の全てが確認できる必要があります。 

〇 オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み添付してください。 

□ 

⑦ 

事業の実態が確認できる書類【個人事業主の場合のみ】 
〇 令和７年分の所得税の確定申告書第一表の控え(Ｐ１０参照)、開業届の写し、

税理士による収入証明等を提出してください。 

〇 オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み添付してください。 

□ 

⑧ 

労働保険概算・確定保険料申告書の写し【資本金又は 
出資の総額が「Ⅱ 給付要件」に定める額を超える事業者のみ】 
〇 「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人（Ｐ２参照）であって

も提出が必要です。 

〇 オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み添付してください。 

□ 

⑨ 

振込先口座を確認できる書類 
〇 申請者本人名義（法人は法人名義、個人事業主は個人名義）の通帳等の写しを 

提出してください。(Ｐ１１参照) 

〇 オンライン申請の場合は、銀行名・支店番号・支店名・預金種別・口座番号・ 

名義人が確認できるようスキャン又は撮影し、提出してください。 

画像が不鮮明な場合等は振込ができず、支援金のお支払いができません。 

□ 

➉ 

誓約書（第３号様式） 
〇 オンライン申請の場合は、申請フォームにチェック項目がありますので、提出 

不要です。郵送申請の場合のみ、所定の様式で提出してください。 
□ 

⑪ 

役員等氏名一覧表（第３号様式別添） 
〇 オンライン申請の場合は、所定の様式ファイルに入力して添付してください。 

  様式は特設サイトからダウンロードできます。 
□ 
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令和７年分の所得税の確定申告書第一表の控えについて 

※事業による所得が確認できる書類が必要です。 
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通帳等の写しについて 

※銀行名・支店番号・支店名・預金種別・口座番号・名義人が確認できるように、通帳を開いた 1・2ペ

ージ目を添付（提出）してください。 

 

                  通帳を開いた 1・2ページ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。 

 

      電子通帳 画面コピー 

 

 

 

 

 

 

 

※申請者名義以外の振込口座は認められません。 

口座名義については、「申請企業名」または「代表者名義」でないとお支払いができません。 
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Ⅵ その他留意事項 

 

（１）本支援金の給付決定後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の給付決定

を取り消します。この場合、申請者は、千葉県に支援金を返金するとともに、加算金を支払うこと

になりますので御承知おきください。 

※不正受給は犯罪です。警察当局と連携しながら厳格に対処します。 

（２）本支援金の申請を取り下げる場合には、給付決定通知を受けた日から 10日以内に、「千葉県特別

高圧電気料金高騰対策事業支援金（令和７年度冬分）申請取下書」を提出してください。 

（３）県は必要に応じて、申請内容等について調査する場合があります。その場合、申請者は県に協力

するとともに、速やかに状況を報告願います。 

（４）給付対象者は、本支援金の申請にかかる帳簿及び全ての証拠書類を、給付事業の日の属する年度

の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があり

ます。 

（５）申請書に記載された個人（法人）情報は、本支援金及び国・県等の事業者に対する支援情報等の

情報提供をさせていただく目的で使用し、その他の目的には使用しません。 

※その他御不明な点については、コールセンターまでお問い合わせください。 
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暴力団排除に関する規定（Ⅱ給付要件関係） 

 

給付を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を執行する

社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に

関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が、

将来においても、次の各号のいずれにも該当しないこと。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

二 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行として

するものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復して当該行為を

行うおそれがないと認められる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団

員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供

与又はこれらに準ずる行為 

ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法人そ

の他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締

結する行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

上記内容に該当しないことを確認するため、千葉県が千葉県警察本部に照会することについて承諾

していただくことが申請条件となります。 

 


